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リハビリテーション部より 
 
 
 
1​ 診療所へ相談をいただく 
当人様、ご家族様、ケアマネージャー様、医療福祉機関関係者様 
まずは当院 『093-647-3113』までご相談の連絡をお願いいたします。 
担当窓口：リハビリスタッフ 

　 その際、空き状況などをご案内させていただきます。 
 
 
2​ 訪問リハビリを開始するための診察 
訪問リハビリをご利用になられる際には、当院医師による診察を受けていただく
必要がございます。 

 ※かかりつけ医が他院の場合は当院宛の診療情報提供書が必要となります。 
 
 
3​ サービス担当者会議と訪問リハビリテーション契約について 
当院医師による診察を終えて、リハビリテーション指示書がでましたら、訪問リハ
ビリ担当者がケアマネージャーと共にご自宅へお伺いさせていただきます。訪問
リハビリの重要事項等をご説明させていただき、同意をいただき契約書にサイン
捺印をいただきます。 

 
 
4​ 訪問リハビリ利用開始 
介護保険での訪問リハビリ利用の場合は3か月ごと、医療保険の場合は1か月ご
との診察が必要となりますのでお忘れないようにお願いいたします。 
 
 

 


